
関 係 各 位  

スポーツ・トレーニングセンター

センター長 黄仁官 

 

 
 

学外者におけるスポーツ・トレーニングセンターの利用について（通知） 

 

 

 
標題の件について、スポーツ･トレーニングセンターでは本学学生の優先利用を基本とし、危機管理対策等

により正確な利用者数の把握を目的に、本学学生及び教職員以外で当センターの利用を希望される学外者にお

いて、事前に申請をしていただくこととしています。 

何卒、趣旨をご理解のうえご協力の程お願いいたします。 

 
 

記 

 

 

 
◆ 対 象 者 〇申請者自身の競技力向上あるいは本学学生へのトレーニング指導を目的と

した活動に限定する。 

〇本学教職員の推薦を受けた人物に限定する。 
 

 

 
◆ 利用条件 〇申請期間外での利用は不可とする。 

〇高校生以下または日本語が話せない者の場合は利用責任者を帯同させる事を

必須とする。 

 

 
 

◆ 申請方法 〇申請者は利用希望日までにセンター長宛に、学外者利用申請書類一式を

提出する。 

 

 
 

問合せ先 スポーツ･トレーニングセンター 

東京･世田谷キャンパス TEL 03-5706-0985 

横浜･健志台キャンパス TEL 045-963-7932 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

センター長 受　付

提出日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　日　本　体　育　大　学　

（フリガナ）

申請者
性別

（片方に〇）

連絡先
（TEL）

※該当する□に✓を入れる

※新年度の申請は、年度内でも承りますので、早めの申請を推奨します。
　（新年度後の申請は、大変混み合う為、申請完了までお時間をいただきます。ご了承ください）

利用責任者氏名
（帯同者）

※高校生以下、日本語が話せない

者の場合のみ記入

生年月日(西暦)

使用キャンパス
（片方又は両方に○）

利用期間

□学内教職員　　　□学友会組織指導者登録者　　　□競技団体関係者

No.
※スタッフ記入欄

令和 　　　　年　　　　 月　　　　 日～令和　　　　 年　　　　 月　 　　　日　　

※ フリガナをはじめ、記入漏れが無いようお願いいたします。

日本体育大学　スポーツ･トレーニングセンター　学外者利用申請書

世田谷　　　・　　　健志台

研究室・所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推薦者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申請者所属先
または会社名

推薦者
※専任教職員に限る

競技種目
(指導種目)

利用目的
□選手として競技力向上のため
□トレーニング指導・サポートのため
□その他(具体的に)

　スポーツ・トレーニングセンター長　殿

利用区分
□学友会組織合同練習者　　　　　　　　　　　　□該当なし
□学友会組織指導者登録者
※□OB・OGの方は✓を入れて下さい          ※□高校生以下

男性　・　女性

※



別紙.1 

 

 

スポーツ・トレーニングセンター

学外者利用についての確認書 

【トレセン利用にあたっての確認事項】 

※以下の内容を確認し同意された場合は□に✓を入れてください。全項目に同意が得られない場

合は申請書の受領はできかねますのでご了承ください。 

 
□スポーツ・トレーニングセンター（以下、トレセン）内での怪我や事故、盗難の責任は一切負

えません。安全に配慮し、貴重品の管理をしっかり行ってください。（貴重品ロッカーを有効

活用してください） 

□ 怪我や事故に備え、保険への加入をしてください。 

□利用申請をしていない人（友人・知人）の入館はできません。安全管理上不適切な行動やス

タッフの指示に従えない場合は退館、使用を禁ずることがあります。 

□ 入・退館時に静脈認証器で認証をおこなって下さい。 

□混雑時に限らず、本学学生の利用の妨げにならないよう器具や場所を譲るなどし、長時間の

占有はご遠慮ください。 

□室内シューズを着用してください。（土足厳禁、持参の室内シューズがない者は入館禁止で

す。スリッパ、室内シューズの貸し出しは行っていません） 

□清潔でトレーニングに適した服装を着用してください。（トレセン内での更衣禁止、上半身裸

でのトレーニングは禁止です） 

□器具や備品は廊下やトレセン外に持ち出さないでください。（トレーニング器具の持込みも禁

止です） 

□ 飲食は禁止です。（ふたの付いた容器による水分補給のみ可） 

□使用した器具は元に戻し、整理整頓してください。器具を破損・故障をさせた場合や不具合

を発見した場合は、速やかにスタッフに報告してください。 

□利用有効期限は申請書利用期間となります。利用期間終了後も利用希望の場合は、再度

手続きを行ってください。利用期間外はいかなる場合もトレセンの利用はできません。 

 
トレセン利用の際は、スタッフからの指示に従うとともに上記の確認事項を遵守いたします。 

年 月 日

申請者    

 

 

 

 




